
書式第 12号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

令和 4年度 業 報 告

特定非営利活動法人 FirstStep

1 事業の成果

令和 4年度 (令和 4年 4月 1日 より令和 5年 3月 31日 まで)は豊島区高田、および新宿区高田馬場

を主な活動場所として事業を展開した。

今年度は不登校・ひきこもりの親と子のグループ討論会に関する事業としては、フィンランド発祥の

オープンダイアローグを特に注視し、主に相談家族 5～7組を対象とし、その中に複数名の関係者 (ひ

きこもり不登校自立支援専門家、公認心理師、フリースクール関係者、その他ひきこもり関係者、お

よびピアサポーター)が入り込み、ファシリティターを置いて、一同、輸になって対話を繰り返す集

団カウンセリングを行った。

特に、対話では相談家族も含め、すべての参加者は対等である立場 (ポ リフォニー :他者との考えの違

いを音楽のように同居させること)を重視した。

そのことにより、相談家族が他者の考えにも身心を浸していると、自分の考えが堂々巡りをしない別の

思考の水路が生まれて来るように変化していけたと思われる。

また、相談者のことについて、その対話の中で自然発生的に行われる支援者・専門家同士の対話による

リフレクティング・プロセスや、同じように悩み苦しむ他の相談者と支援者の対話を聞くことによつ

て、自分たちの相談との比較による客観視効果が生まれ、大きな効果があったと思う。

その結果として親の考え方・子への対応に変化が生まれ、親子の信頼関係回復は、程度の差こそあれ、

すべての家族に改善が見られた。

さらには、訪問支援をしなくても、親子の信頼関係回復により、当事者自身が動き出し、改善していっ

た家庭がみられた。

親たちによる家庭相互訪間については、今年度、必要とする家庭がなかったので実施していない。

訪問支援事業については、かなり長期間にわたる継続的な支援を必要とする場合が多く、ポランティ

アの支援では限界があり、結果的に信頼のおける自立支援専門家に引き継ぐことが多かった。

今後は、当会の中で有償にて長期にわたる継続的訪問支援ができる体制づくりが必要である。

居場所事業については、コロナウィルス蔓延の影響が大きく、かなり参加者が減つており、時には全

く参加者がいないこともあり、また自宅からの参加も可能ということで、Z00Mに よる居場所参加



も試みてはみたが、やはり対面でなければ人は集まらなかった。

また、すでに社会人として自立した参加者もおり、これ以上参加する必要がなくなっているが、彼ら

については、悩みなどがあるときはいつでも居場所を開放している旨を伝えている。

今後、コロナウィルスの感染症法上の位置づけ変更によって、再び居場所の参加者数が徐々に増え

ていくものと思われる。

今年度は、他の団体からの要請による講演会、合同相談会出展といった事業も行った。

次年度は、自分たち独自の主催により講演会等を行い、多くの方にひきこもりの当事者、および家族

への理解を促進させるような活動をしていきたいと思つている。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【 1346 】千円)
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書式第 13号 (法第 28条関係)

令和 4年度

事 業 報 告 用

活動計算書 (その他事業がとい場合)
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書式第 15号 (法第 28条関係)

事 業 報 告

FirstSte
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書式第 17号 (法第 28条関係)

令和 4年度 財産

事 業 報 告 用
「
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書式第 18号 (法第 28条関係)

(■事■年度において侵員であつたことがある全員の氏名及び住層又は層麟菫
びにこれらの■についての

“

事凛年度における●日の有薇七日●したら●)

特定非営利活動法人FirstStop

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

ビ以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)

MI各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間
報酬 を受けた期間

(該当者のみに記入)

2022年 4月 1日 年  月  日

2023`甲 i3月 31日 年  月  日

氏   名

1 π コ

イフサキ ハルヒコ

岩崎 晴彦
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書式第 4号 (法第 10条 。第 28条関係 )

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人FirstStep

氏   名

1
岩崎 晴彦

2 泉 紀人

3 増澤 忠

4 横溝 愛子

5
原田 哲伸

6 廣瀬 洋子

7 小畠 和幸

8 有馬 由嘉史

9 永田 幸子

10 岩崎 幸代

11
岩崎 健

12


